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工事内容・用地測量調査説明会 
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事業スケジュール 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

事業期間 

測量設計 

用地測量 
補償積算 

用地取得 
補償 

工事 1工区 2工区 

1工区 

2工区 

必要に応じて、2工区内の工事着
手も進めます。 
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現在までの流れ  

都市計画道路変更 
 決定・告示（Ｈ25.7）  

11. 地質調査（私有地内でボーリ
ング調査等を行います。） 

 （～Ｈ26.7）    

18. H31年度全線完成 

8. 周知看板設置（有償譲渡制限） 
（法第66条） （Ｈ25.11） 
（事業終了用買完了まで） 

5. 都市計画事業に関する施行者
（＝むつ市）による公告 
（Ｈ25.10） 法66条 

1. 都市計画事業認可申請 
（都市計画法（以下法。）第59条 
第1項）（H25.9） 

2. 都市計画事業の県の認可・告
示（Ｈ25.10）法62条第1項 

 
12. 工事内容・用地調査説明会 
         （Ｈ26.8） 

（道路設計内容説明、用地測量・用
地調査について説明。 （設計に基

づいた用地測量を行い、用地境界
の確認を行います。買収幅の杭を
現地に打ちます。また、建物や内
部の調査の立会いをお願いしま
す。） 

     

13. 用地測量・用地建物調査実施 
（Ｈ26.9～Ｈ27）    

14. 用地買収（Ｈ27.4～） 
   1工区はＨ27年度内で完了 

15. 本線工事 第1工区 

 （県道～市役所南口）、終点部交
差点 （Ｈ28年度、29年度） 

16. 市道工事 市連絡線 
      （H29年度） 

17. 本線工事 第2工区 

（市役所南口～起点方面）、起点部
交差点 （H30年度、31年度） 

3. 事業地表示図面、設計概要表
示図書の縦覧を公告 
（Ｈ25.10）法62条第2項 

4. 2の告示後、法65条による建築、

工作物の建設、土地の形質変更
等の制限が開始。 

9. 道路 路線測量（中心、縦断、
横断） （～Ｈ26.7）      

ご注意ください。スケジュールは、変更す
ることがあります。 

7. 都市計画事業説明会 
（法第66条） （Ｈ25.11） 

6. 有償譲渡制限開始（公告の日
から１０日後） 
（法第67条） （Ｈ25.11.8から） 

10. 道路詳細設計 
（～Ｈ26.7）     

現在地 
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全体平面図 

延長約1.0ｋｍ 道路幅20ｍ 2車線 

起点 終点 
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縦断図 

起点 
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縦断図 
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縦断図 

市役所連絡線 
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縦断図 
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縦断図 
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縦断図 

終点 
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1. 都市計画道路上の用地境界を確定する必要があります。 
2. 土地登記簿を調査します。 
3. 境界を復元します。 
4. 対象となる用地に都市計画道路の幅で杭を現地に設置します。 
5. 隣接地権者と立会いの上、用地境界を確定します。用地幅杭の確認もお願いします。 
6. 用地買収面積を確定します。 
7. 土地の鑑定評価を行い、買収単価を算定します。 
8. 対象者ごとに用地買収について交渉します。 
9. 土地売買契約を結びます。 
10.更地になり、所有権移転登記が完了した後、売買代金を支払います。 
 

1. 建物等の補償額算定のため、立会日時について、調整します。 
2. 業務請負者が、敷地や建築物、建物内の補償物件を調査します。 
3. 補償額を算定します。 
4. 対象者ごとに交渉します。 
5. 建物等移転補償契約を結びます。 
6. 支障となる建築物、工作物等の移転が完了した後、補償額を支払います。 

用地測量・用地買収の進め方 

建物等移転補償の進め方 


